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１．調査概要 

（１）高齢者基礎調査 

①調査の目的 

令和９年度を計画の始期とする第10期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定の

ための基礎資料を得ることを目的とし、以下の調査を実施した。 

 

②調査方法 

いずれの調査も、郵送法（郵送配付・郵送回収）により実施した。また、②要支援・要介護

認定者調査、④特別養護老人ホーム入所申込者調査を除きウェブサイトでの回答も可とした。 

 

③調査期間 

令和７年11月14日～令和７年12月15日 

調査対象期日は、原則として令和７年10月１日現在とした。 

 

④調査対象 

各調査の調査対象者は、④特別養護老人ホーム入所申込者調査、⑤介護サービス事業所調査

を除き住民基本台帳から無作為抽出した。無作為抽出は、調査間での対象者の重複を避け、

所定の人数を抽出した。 

調査種別 調査対象 図・表中での記載名 

①高齢者一般調査 
介護保険の認定を受けていない65歳以上の区民から無作

為に2,500人を抽出した（総合事業対象者を含まない）。 
高齢者一般 

②要支援・要介護 

認定者調査 

介護保険の認定を受けている65歳以上の区民から無作為

に6,500人を抽出した（総合事業対象者を含む）。 

要支援認定者 

要介護認定者 

③これから高齢期を 

迎える方の調査 

介護保険の認定を受けていない55～64歳の区民から無作

為に800人を抽出した。 
これから高齢期 

④特別養護老人ホーム

入所申込者調査 

特別養護老人ホーム入所申込者の方全員935人を対象と

した。 

【特養入所申込者】 

全体 

13ﾎﾟｲﾝﾄ以上 

12ﾎﾟｲﾝﾄ以下 

⑤介護サービス事業所

調査 

介護サービスを提供している区内の全事業所1,051事業

所を対象とした。 
介護サービス事業所 

⑥介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査 

要介護認定（要介護１～５）を受けていない65歳以上の

区民から無作為に3,900人を抽出した。 
 

※④特別養護老人ホーム入所申込者調査では、全体での集計の他に、練馬区特別養護老人ホーム入所基準の指数が 

13ポイント以上の方と12ポイント以下の方を分けて集計を行った。 
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⑤回収状況 

№ 調査種別 
対象 

者数 

回収数 
有効 

回収数 

有効 

回収率 
紙媒体 

ウェブ 

サイト 
合計 

① 高齢者一般調査 2,500 1,548 211 1,759 1,758 70.3％ 

② 要支援・要介護認定者調査 6,500 3,615 － 3,615 3,615 55.6％ 

   要支援認定者 2,200 1,505 － 1,505 1,505 68.4％ 

   要介護認定者 4,300 1,751 － 1,751 1,751 40.7％ 

③ これから高齢期を迎える方の調査 800 295 167 462 462 57.8％ 

④ 特別養護老人ホーム入所申込者調査 935 423 － 423 422 45.1％ 

   12 ポイント以下（指数低） 705 329 － 329 328 46.5％ 

   13 ポイント以上（指数高） 230 94 － 94 94 40.9％ 

⑤ 介護サービス事業所調査 1,051 270 316 586 586 55.8％ 

⑥ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 3,900 2,638 399 3,037 3,037 77.9％ 

※②要支援・要介護認定者調査では、要介護度が不明な回答も有効とするため、要支援認定者と要介護認定者の合計が

全体を示す数値と一致しない。 

 

（２）在宅介護実態調査 

①調査の目的 

「介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点から、「高齢

者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービス

の在り方を検討するための基礎資料を得ることを目的とし、調査を実施した。調査項目は

『在宅介護実態調査』として国が示した内容とした。 

 

②調査方法 

介護保険認定調査実施時に、介護保険認定調査員等が、調査対象者や調査に立ち会っている

家族などに、聞き取り調査を行った。 

 

③調査期間 

令和７年８月１日～令和８年１月31日 

 

④調査対象 

区内で在宅生活をしている、要支援・要介護認定の更新申請または区分変更申請に伴う認定

調査対象者とその家族で、「在宅介護実態調査」へのご協力の了解を得られた方。 

 

⑤回収状況 

対象者数 有効回答数（率） 

607 607（100.0％） 
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（３）施設整備調査 

①調査の目的 

第10期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための基礎資料を得ることを目

的とし、区内に所在する介護保険施設等を対象に、施設の利用状況等の調査を実施した。 

 

②調査方法 

電子メールでURLを配付し、ウェブサイトで回収した。 

  ※地域密着型サービスについては、郵送による回答も受け付けた。 

 

③調査期間 

令和７年12月25日～令和８年１月30日 

 

④回収状況 

施設類型 施設数 回収数 回収率 

１ 特別養護老人ホーム 37施設 37施設 100.0％ 

２ ショートステイ 42施設 42施設 100.0％ 

３ 介護老人保健施設 14施設 12施設 85.7％ 

４ 有料老人ホーム 90施設 42施設 46.7％ 

５ サービス付き高齢者向け住宅 24施設 20施設 83.3％ 

６ 都市型軽費老人ホーム 17施設 17施設 100.0％ 

７ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ８施設 ８施設 100.0％ 

８ 夜間対応型訪問介護 ２施設 ２施設 100.0％ 

９ 地域密着型通所介護 93施設 91施設 97.8％ 

10 認知症対応型通所介護 10施設 10施設 100.0％ 

11 小規模多機能型居宅介護 13施設 13施設 100.0％ 

12 看護小規模多機能型居宅介護 10施設 10施設 100.0％ 

13 認知症対応型共同生活介護 39施設 39施設 100.0％ 

 

 

２．調査結果を見る上での注意事項 

・本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数である。 

・図・表中の「－」は回答者が皆無のものである。 

・回答はｎを100％として百分率で算出してある。小数点以下第２位を四捨五入しているため、百

分率の合計が全体を示す数値と一致しないことがある。 

・複数回答ができる質問では、回答比率の合計が100％を超える。 

・複数の回答選択肢を１つにまとめて分析する場合、回答選択肢ごとの比率を合計した数値と、

１つにまとめた比率の数値が異なる場合がある。 

・本文、表、グラフにおいて、調査票の選択肢表記を簡略化している場合がある。 
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・クロス集計結果の図・表については、「無回答」があるため、全体の示す数値と一致しない。 

・回答者数が30未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとどめ、本文中では触れて

いない場合がある。 

 

【高齢者基礎調査】 

・クロス集計の図表中では、居住地区の住所表記を下記のように記載する。 

選択肢 記載名 

旭丘１～２丁目、小竹町１～２丁目、栄町、羽沢１～３丁目、豊玉上１～２丁

目、豊玉中１～４丁目、豊玉南１～３丁目、豊玉北１～６丁目、中村１～３丁

目、中村南１～３丁目、中村北１～４丁目、桜台１～６丁目、練馬１～４丁

目、向山１～４丁目、貫井１～５丁目 

練馬 

錦１～２丁目、氷川台１～４丁目、平和台１～４丁目、早宮１～４丁目、春日

町１～６丁目、高松１～６丁目、北町１～８丁目、田柄１～５丁目、光が丘１

～７丁目、旭町１～３丁目、土支田１～４丁目 

光が丘 

富士見台１～４丁目、南田中１～５丁目、高野台１～５丁目、谷原１～６丁

目、三原台１～３丁目、石神井町１～８丁目、石神井台１～８丁目、下石神井

１～６丁目、関町北１～５丁目、関町南１～４丁目、上石神井南町、立野町、

上石神井１～４丁目、関町東１～２丁目 

石神井 

東大泉１～７丁目、西大泉１～６丁目、南大泉１～６丁目、大泉町１～６丁

目、大泉学園町１～９丁目、西大泉町 
大泉 

 

・クロス集計の図表中では、サービス種別の選択肢表記を下記のように記載する。 

選択肢 記載名 

居宅介護支援 居宅介護支援 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 
訪問系 

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護 

通所系 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所

生活介護、短期入所療養介護 
入所系 

特定施設入居者生活介護、認知症高齢者グループホーム 居住系 

福祉用具貸与・販売 福祉用具 
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いない場合がある。 

 

【高齢者基礎調査】 

・クロス集計の図表中では、居住地区の住所表記を下記のように記載する。 

選択肢 記載名 

旭丘１～２丁目、小竹町１～２丁目、栄町、羽沢１～３丁目、豊玉上１～２丁

目、豊玉中１～４丁目、豊玉南１～３丁目、豊玉北１～６丁目、中村１～３丁

目、中村南１～３丁目、中村北１～４丁目、桜台１～６丁目、練馬１～４丁

目、向山１～４丁目、貫井１～５丁目 

練馬 

錦１～２丁目、氷川台１～４丁目、平和台１～４丁目、早宮１～４丁目、春日

町１～６丁目、高松１～６丁目、北町１～８丁目、田柄１～５丁目、光が丘１

～７丁目、旭町１～３丁目、土支田１～４丁目 

光が丘 

富士見台１～４丁目、南田中１～５丁目、高野台１～５丁目、谷原１～６丁

目、三原台１～３丁目、石神井町１～８丁目、石神井台１～８丁目、下石神井

１～６丁目、関町北１～５丁目、関町南１～４丁目、上石神井南町、立野町、

上石神井１～４丁目、関町東１～２丁目 

石神井 

東大泉１～７丁目、西大泉１～６丁目、南大泉１～６丁目、大泉町１～６丁

目、大泉学園町１～９丁目、西大泉町 
大泉 

 

・クロス集計の図表中では、サービス種別の選択肢表記を下記のように記載する。 

選択肢 記載名 

居宅介護支援 居宅介護支援 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 
訪問系 

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護 

通所系 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所

生活介護、短期入所療養介護 
入所系 

特定施設入居者生活介護、認知症高齢者グループホーム 居住系 

福祉用具貸与・販売 福祉用具 
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【在宅介護実態調査】 

・集計・分析に係る用語の定義は、以下のとおりとする。 

 

〈 サービスの利用の分析に用いた用語の定義 〉 

用  語 定  義 

未利用 ・「住宅改修」、「福祉用具貸与・購入」「特定福祉用具販売」のみを利用し

ている方については、「未利用」として集計している。 

訪問系 ・（介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看

護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、夜間対応型訪問介護を「訪問系」として集計している。 

通所系 ・（介護予防）通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予

防）認知症対応型通所介護を「通所系」として集計している。 

短期系 ・（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護を「短期

系」として集計している。 

そ
の
他 

小規模多機能 ・（介護予防）小規模多機能型居宅介護を「小規模多機能」として集計し

ている。 

看護多機能 ・看護小規模多機能型居宅介護を「看護多機能」として集計している。 

定期巡回 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護を「定期巡回」として集計している。 
 

〈 サービス利用の組み合わせの分析に用いた用語の定義 〉 

用  語 定  義 

未利用 ・上表に同じ 

訪問系のみ ・上表の「訪問系」もしくは「定期巡回」のみの利用を集計している。 

訪問系を含む 

組み合わせ 

・上表の「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通所系」、「訪問系（もし

くは定期巡回）」＋「短期系」、「訪問系（もしくは定期巡回）」＋「通

所系」＋「短期系」、「小規模多機能」、「看護多機能」の利用を集計し

ている。 

通所系・短期系のみ ・上表の「通所系」、「短期系」、「通所系」＋「短期系」の利用を集計し

ている。 
 

〈 障害高齢者の日常生活自立度 〉 

用語 説明 

Ｊ 

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 

Ｊ１ 交通機関等を利用して外出する。 

Ｊ２ 隣近所へなら外出する。 

Ａ 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 

Ａ１ 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 

Ａ２ 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 

Ｂ 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 

Ｂ１ 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 

Ｂ２ 介助により車いすに移乗する。 

Ｃ 

１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 

Ｃ１ 自力で寝返りをうつ。 

Ｃ２ 自力では寝返りもうたない。 
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〈 認知症高齢者の日常生活自立度 〉 

用語 説明 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰か

が注意していれば自立できる。 

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介

護を必要とする。 

Ｍ 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 
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